
  
１ 協議内容 

路 線 名 松平地域バス 

内  容 路線及び営業区域の廃止 

変更理由 
令和４年４月から、バスの代替可能性を検証するため、タクシーを活用した
運行の実証実験を実施。検証の結果、令和５年４月からバスの代替としてタ
クシーを活用した運行を本運行へと移行するため。 

廃止予定日 令和５年３月３１日（金） 

検討の経緯等 地域の代表者及び関係機関へ説明済み 

協議事項 この協議内容について、お気付きの点があれば御助言をいただきたい。 

 

 

2 路線位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 路線基本情報 

態  様 路線定期運行（① ③）、区域運行（④） 

運行経路の概要 松平地区内区域（一部益富地区を含む） 

廃止路線 
及び 

廃止営業区域 

①日明ジュリンナ線 日明上 松平コミセン ジュリンナ  ２２.２ｋｍ  
②松平東照宮そだめ線 松平東照宮 松平コミセン そだめ ２９.６ｋｍ  
③滝脇ＪＡ松平線 滝脇 JA 松平   ８.６ｋｍ 
④区域運行 （営業区域 幸海町、幸穂台、穂積町、松平志賀町、九久平町、

鵜ヶ瀬町、中垣内町、桂野町、加茂川町、滝脇町、⾧沢町、林
添町、大内町、鍋田町、王滝町、石楠町、豊松町、坂上町、松
平町、岩倉町、巴町、古瀬間町、琴平町） 

運行時間帯 
①日明ジュリンナ線 始発 8 09、終発 13 20 
②松平東照宮そだめ線  始発 8 06、終発 13 20 
③滝脇ＪＡ松平線 始発 8 08、終発 13 25 
④区域運行 午前６時   午後７時 

運 行 日 

①日明ジュリンナ線  火曜日 
②松平東照宮そだめ線 木曜日 
③滝脇ＪＡ松平線   金曜日 
④区域運行      月曜日   金曜日 
※いずれも休日及び１２月２９日 １月３日を除く 

運行本数 ①②③路線定期運行 １日２便 

停留所数 
①日明ジュリンナ線  ２３か所 
②松平東照宮そだめ線 ２３か所 
③滝脇ＪＡ松平線   １７か所 
④区域運行      ９５か所（① ③の路線定期運行のバス停を含む） 

料金体系 ①②③路線定期運行 大人１００円、小学生・障がい者 ５０円 
④区域運行   大人２００円、小学生・障がい者１００円 

運行車両 １２人乗りコミューターバス １台 
9 人乗りジャンボタクシー １台 

他路線との 
重複区間 【名鉄バス岡崎・足助線】大楠－王滝町 

運行事業者 

松平ともえ号運行共同企業体 
（幹事会社 豊栄交通株式会社、運行主体 松平交通有限会社） 
※運行は松平交通のみ実施 

住所 豊田市九久平町簗場３番地３ 電話 （０５６５）５８－１１５５ 

【参考】 
利用状況 

過去の利用状況 
・H３０年度  路線定期運行 756 人 区域運行（一般利用） 2,454 人 
・R１年度  路線定期運行 577 人 区域運行（一般利用） 2,061 人 
・R２年度  路線定期運行 279 人 区域運行（一般利用）  970 人 
・R３年度  路線定期運行 252 人 区域運行（一般利用） 1,136 人 
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※

※

※松平地区外（益富地区）

※

※

点線内部：松平地区

豊田市幸海町関屋57地先

豊田市坂上町中道29-4地先

豊田市滝脇町榎前13-4地先

豊田市松平志賀町丸山5-1地先

豊田市九久平町寺前16地先

豊田市松平町赤原10地先

豊田市坂上町地蔵堂24地先

豊田市坂上町宮下42地先
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１ 実証実験の目的 

高齢者の利用に配慮した移動手段の確保と持続可能な移動手段の確立を目的とする。 
高齢者にやさしいドアツードアの運行であり、バスに比べて財政負担を軽減可能なタクシーの活用

可能性を検証する。 
 
2 松平地域タクシー実証実験の概要 
 

実験の期間 令和４年 4 月 令和５年３月（１年間） 
運行方法 電話呼び出しによるタクシー乗車（一般乗用） 
市負担 利用者からの料金収入とタクシー料金の差額分をタクシー事業者に負担 

利用できる人 
松平地区内にお住まいの小学生以上の方で事前に利用者登録をした人 
※松平地区内の岩倉西自治区はすでに水源東地域タクシーの対象地域のた
め登録不可 

利用できる区間 自宅⇔指定目的地（下表のとおり）または 指定目的地⇔指定目的地 
料金設定 １乗車（片道）300 円  
運行日時 週 2 回（火・金曜日）８時 １８時 
【参考】 地域タクシーは市内３地域（鞍ケ池・つくばね・水源東）にて運行 

 
３ 指定目的地 

・松平地域バス停留所を参考に、協議会で議論のうえ設定 

・松平地区内（一部地区外 ◎）の以下の目的地への移動が可能 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

４ 利用実績（12 月末時点） 
（１）月別利用実績 
 

 運行回数 利用者数 乗合率
（※） 

運行経費 運賃収入 市負担額 

４月 85 回 112 人 1.3 447,100 円 25,500 円 421,600 円 
５月 96 回 130 人 1.4 504,960 円 28,800 円 476,160 円 
６月 103 回 124 人 1.2 541,780 円 30,900 円 510,880 円 
７月 139 回 175 人 1.3 731,140 円 41,700 円 689,440 円 
８月 115 回 155 人 1.3 604,900 円 34,500 円 570,400 円 
９月 115 回 146 人 1.3 604,900 円 34,500 円 570,400 円 

１０月 106 回 143 人 1.3 557,560 円 31,800 円 525,760 円 
１１月 115 回 160 人 1.4 689,300 円 34,500 円 654,800 円 
１２月 136 回 232 人 1.7 794,500 円 40,800 円 753,700 円 

計 1,010 回 1,377 人 1.4 5,476,140円 303,000 円 5,173,140 円 
(収支率 5.5％) 

                              ※乗合率…小数点第 2 位四捨五入 
 
（２）地域バスとの比較 
 

 利用者数 実利用者数 １人あたりの市負担額 収支率 
地域バス（R3） 1,078 人 

（R3.4-12） 
約 56 人 

(予約便のみ) 
約 4,159 円／人 約 3.1％ 

地域タクシー 1,377 人 74 人 
(1 回以上予約した人) 

3,757 円／人 5.5％ 

比較 +299 人 
（+27.7％） 

+約 18 人 
（+約 32.1％） 

▲約 402 円 
（▲約 9.6％） 

 

 
（３）利用登録者数と実利用者数 
 

年齢 
（R4.4.1 時点） 

利用登録者数 実利用者数 
（1 回以上予約した人） 

6 18 歳 18 人 0 人 
19 64 歳 97 人 7 人 
65 歳以上 319 人 67 人 

(うち 80 歳以上) （149 人） （40 人） 
合計 434 人 74 人 

 
（４）乗降回数の多い指定目的地 

  全体の乗降回数のうち、上位３つは中村医院（約 28％）、ＪＡ松平（約 27％）、フェルナ志賀店 
（約 21％） 

目的 指定目的地 
医療機関 中村医院、おぎの歯科 
買い物 JA 松平、ファミリーマート九久平店、フェルナ志賀店（◎） 

余暇・娯楽 フォレスタヒルズ、松平運動公園、豊田市松平体育館、松平東照宮 
交流・手続き 松平コミュニティセンター、笑いの家 

乗換え(バス停) 「下山・豊田線」中垣内、松平郷、「矢並線」酒呑北口、 
「土橋・豊田東環状線」ふたつやま公園（◎） 

区民会館 各自治区 区民会館 

【利用イメージ】 

松平地域タクシー実証実験の評価と本運行化について 



５ アンケート調査 

（１）アンケート調査の概要 

 ・対象者 松平地区住民（岩倉西自治区除く）3,005 世帯 

 ・配 布 11 月自治区回覧（11 月末 回収） 

 ・回収数 1,946 枚（回収率 64.8％） 
 
（２）アンケート結果  ※未回答などを除く有効回答のみで集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者したことのある人のうち約 70%が「満足」「やや満足」と回答 
・未利用者の主な理由は「他の移動手段がある」からであり、また約 70%の人は地域に制度がある

ことに「ありがたい」と感じている 

 
⑦自由記述  

  曜日限定の撤廃や豊田市中心部への指定目的地の設定等の要望、「便利になった」「免許返納後に利
用するので維持してほしい」といった、制度への感想や今後の利用意向などが寄せられた。 

 

（３）主な要望に対する判断 

・運行曜日について 

 一定数の増加要望はあるが、利用者へ向けた“運行日の変更について”の設問では「今のままでよ
い」という回答が６割を占めたことから、本運行においても現制度のままとする。 

・指定目的地について 

   一定数の追加要望はあるが、地域タクシーの運行目的である「高齢者の通院・買い物の移動手段」
が現在の指定目的地でおおむね担うことができること、豊田市中心部へは既存交通への乗り換えに
よりアクセスが可能なことなどから現在の指定目的地を基本とした運行とする。 

 

ただし、本運行後においても必要に応じて運営協議会にて協議を行い、他地域との整合性や持続 

可能性などを考慮しつつ制度の変更については検討を継続するものとする。 

 

６ 本運行化に向けた総合評価 
 

項目 評価 備考 
配車の確実性 ○ おおむね移動需要に対して適切な配車が行われている 

持続可能性 ○ 
・ドアツードア運行となり、より高齢者にとっての利便性が高まったと

考えられる 
・利用者 1 人当たりの市負担額が R3 地域バスと比較して約 9.6％減少 

利用者満足度 
（アンケート結果） 

〇 
・利用者の約 70％が制度について満足している 
・未利用者についても、約 70％が“制度があること”に肯定的である 

 加えて、現運行事業者による継続運行が可能 

 

 

 

 

④ ②で「利用したことがある」と答えた人(40％,58 人) 

 の”松平地域タクシーのよいと思うところ”【複数回答】 
③ ②で「利用したことがある」と答えた人(40％,58 人) 

の満足度 

② 【①で「登録している」と答えた人(7％,146 人)へ】 

松平地域タクシーを利用したことがありますか   
① 松平地域タクシーの利用者登録をしていますか   

⑤ ②で「利用したことがない」と答えた人(56％,82 人) 

のその理由 

≪結論≫ 
各項目に対し良好な評価であるため、松平バス（ともえ号）の地域タクシー代替については、 

令和５年３月末をもって実証実験を終了し、令和５年４月から本運行とする。 

⑥ ②で「利用したことがない」と答えた人(56％,82 人) 

の“地域にこの制度があること”に対する評価 


